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１．１本報告の前提

分析の指針をどのように立てるのか？
→計量分析はこれからするとして、今日は前提となる制度との関係から、
福祉資金(特に住宅資金)を位置づける

計量分析の方針(後述)
①住宅は投資なのか消費なのか
②意識された投資か結果論か
③「想われざる効果」の住宅へのスピンオフ
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１．２本報告の目的

福祉資金はいかなる諸制度の中に埋め込まれているのか
①福祉資金制度の変遷の中で位置づける
②住宅政策の中で位置づける
③社会福祉制度の中で位置づける

社会構造(賃労働化＋核家族化＋都市化)と諸制度の中で、福祉資金の機能
を位置づけるための諸前提を確認する
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２．１福祉資金制度の位置づけ：総論

母子福祉資金および世帯更生資金の共通点
①資金の貸し付け：次スライドに仕組み掲載
②指導員の存在

母子福祉資金…母子相談員／世帯更生資金…民生委員
→わが国特殊と言われながらも、①の違い以外は生活保護に類似(後述)
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『厚生白書』昭和57年版：224ページ
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２．２母子福祉資金制度の量的変化
 『厚生白書』昭和48年：71ページ6



２．２母子福祉資金の役割変化
「[昭和]27年12月……「母子福祉資金の貸付等に関する法律」により行なわ
れ,その後,母子福祉貸付金の貸付範囲の拡大,資金の種類の増加等のために
……改正が行なわれ……た。
しかしながら,この法律が,制定当事の戦争犠牲者遺家族に対する援護立法の
必要性から特に経済的自立の対策が緊要であると認められた……今日当面す
る母子問題の解決に必ずしも即応しえない面もあつたので,可能なかぎり関
連する施策を総合化し,体系化しつつその向上を図るために,39年7月に母子
福祉法が制定され,今日に至つている。
……今日では,国民年金法によるいわゆる死別母子に対する母子福祉年金の
支給(昭和34年から開始)をはじめ,児童扶養手当法による父と生計を同じく
していない児童(主として,いわゆる生別母子世帯の児童)に対する手当の支給
(昭和36年から開始)などが所得保障の対策……生活保護法による母子加算,
児童福祉法に基づく母子寮,その他住宅,課税の特例等各般にわたつて,しばし
ば改善充実が図られ」(『厚生白書』昭和40年：352ページ)
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２．３世帯更生資金の量的変化
 『厚生白書』昭和41年：510ページ8



２．３世帯更生資金の運動的・政策的基盤
「昭和二七年の全国民生委員・児童委員大会においてその推進を決議されて
以来……各都道府県において、地方費もしくは民間資金によりそれぞれの地
域の実情に即した形で個々に実施されてきた。しかるに、この間における社
会情勢の推移とともに、防貧施策としてのこの運動の効果に対する一般の期
待が著しく高まり、ついに昭和三〇年度から、世帯更生運動の中核である世
帯更生資金の貸付事業に対する国庫補助が実現し……
この世帯更生資金の貸付事業は低所得階層に属する世帯のうち、わずかな出
費などによって直ちに生活を脅かされるおそれのある生計困難な世帯で、自
立更生の可能性のあるものを選び、生業資金、支度資金または技能修得資金
を貸し付ける事業であるが、国庫補助の実現をきっかけとして、世帯更生運
動は、この貸付事業を中心に、全国的規模における地域社会福祉活動として、
活発な展開を見せるに至った。」(『厚生白書』昭和31年：38ページ)
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２．４福祉資金小括
母子福祉資金および世帯更生資金は、
①生活保護と同様の複数メニューとして出発しつつも
②修学・住宅の割合が傾向的に増大し
③生業資金・生活資金・医療資金は傾向的に減少した

生活保護に比して、
①貸付け形式
②自立と防貧の強調

他国にはないメニュー⇔早すぎた「社会的投資」？
これはどのような意味を持ったのか？ 住宅政策と社会福祉との制度と
の関連から、この福祉資金を位置づける

10



３．１住宅政策の中で位置づける①

総力戦体制期に作られた日本型住宅政策(渡辺 1962)
①持家誘導
②給与住宅＋残余的公共住宅による補完
③民間借家への地代家賃統制令

「だが、この[公営住宅と公団住宅その他厚生省や労働省による]政策住宅
だけでは[住宅不足は]まかなわれなかった。その不足は、民間自力建設で
まかなわれたが、その多数は、家賃・地代の統制で借家経営が投資対象
にならなかったので、借家ではなく持家であった。」(『調査報告』37
ページ)

11



３．１住宅政策の中で位置づける②

「戦後住宅政策の一つの基本であった公営住宅、給与住宅政策は、所得の
中位または高位の世帯については、有効に作用したが、低所得世帯につい
ては、有効ではなかった。」

「以上のように、一般住宅政策は、それが、持家政策であれ、借家政策で
あれ、低所得世帯には、それほどにも効果を発揮してなかった。ここに、
低所得世帯に対する特別の住宅政策の必要性がある。第1は、低所得世帯
でも負担しうるような低家賃の借家を、供給することである。第2は、低
所得世帯の持家を改善する方策である。」(『調査報告』39ページ)
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[補足]住宅難の概念について(『調査報告』38ページ)

住宅難の概念と指標について
次の4つのいずれか(重複を含む)に該当する住宅に住む世帯
①非住宅…倉庫、オフィスなど、住宅ではないところに住むもの
②老朽…「修理不要」「要小修理」「要大修理」「修理不能」の後者2つに

該当するもの
③狭小過密
 2〜3人で9畳未満、4人以上で12畳未満(建設省・日本住宅公団編1970)
④同居…同一家計でない複数世帯が同一居住すること

13



３．２住宅資金の制度的変遷
 (全国的に)昭和36年から住宅資金(増・改築・補修)が世帯更生資金に追加
「戦後の借家においては、この慣行がくずれてきた……低所得世帯が居
住していると思われる低家賃の借家においては、家賃がかならずしも住
宅コストをペイしないから、とくにそうであるといってよい。こうして、
持ち家世帯のみならず、借家世帯においても、補修費の需要が存在する。
しかし、圧倒的多数は持家世帯である。」(『調査報告』40ページ)

→持家だけでなく、借家においても利用可能
転宅費(引っ越し費用)については、昭和38年から制度化
転宅費の費用および利用件数は住宅補修資金ほど伸びず、昭和47年には
福祉資金カテゴリの創出によって、生活資金の出産費・葬祭費・転宅費
を統合
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３．２住宅資金(へ)の抜け穴？
「このような店舗・仕事場の補修、貸間の増改築など、収入増を伴う住
宅の補修は、事業資金でも借り入れることができ、この方が貸し付け条
件はかわらないが、貸付金額が多い。事実、事業資金を広義の住宅補修
に使用しているものがかなりあることは、第2章で分析した通りであ
る。」(『調査報告』41ページ)

OPACでもCINIIでも母子福祉資金＆世帯更生資金について調べられた文
献はきわめて少なく、また厚生白書においても登場する時代は昭和50年
以前に集中

制度の規定の曖昧さのみならず研究蓄積の少なさが目に付く？
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３．３生活保護の住宅扶助との関係①

生活保護の住宅扶助のように世帯更生資金の住宅資金が作られたのか？
住宅扶助の分離による他扶助の流用の防止
「住宅扶助が……創設されたのは、[生活保護の]現行法制定時である。当
時保護課長であった小山……戦災による極度の住宅不足のため住宅価格
が高騰しているが、他方で公定価格があり、「家賃の不足を他の費用で
カバーしている例が極めて多」かった。「住居費を他の費用から分離し
てこれに喰込む余地をなくし、然る後この問題を個別的に解決する以外
に方法はない」と考え、住宅扶助を創設した。」(岩永 2014: 55)

少なくとも住宅資金の場合は、資料がなくて確認できず
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３．３生活保護の住宅扶助との関係②

生活保護の住宅扶助が作られたがゆえに世帯更生資金の住宅資金が作ら
れたのか？

住宅費(＝家賃)実費主義による特別基準承認
「これら[1958年実施要領]の改正により，公営住宅法（1951年）による
第２種公営住宅の家賃等は実費が認定されることになった。さらに1961
年には，「地代家賃統制令の有無に拘らず，一般基準により難い場合
は」すべて「都道府県知事が毎年１月１日現在の管内第２種公営住宅家
賃の最高額を標準として，厚生大臣の承認を得たうえ，その年の４月か
ら始まる年度毎に定める限度額の範囲内において，都道府県知事の承認
を得たうえ，特別基準の設定があったものとして必要な額を認定して差
し支えないこと」とした。」(『調査報告』56ページ)

前ページ同様、資料がなくて確認できず
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３．３住宅政策の中の住宅資金小括

既存の住宅政策体系においては、低所得世帯への住宅政策がない
可能な条件の下、政策的分業を行ったという仮説が成り立つ？
福祉資金…低所得×持家世帯の補修＋低所得世帯の引っ越し(昭和38年〜)
生活保護(住宅扶助)…低所得×借家世帯の家賃
公営住宅…低所得×借家世帯の家賃―居住水準セット化
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４．１社会福祉制度としての福祉資金
序言冒頭の「社会保障制度の総合調整に関する基本方策についての答申お
よび社会保障制度の推進に関する勧告」を強く意識した政策なのでは

「50年勧告において、社会福祉は生活困窮者を対象とする生活保護と連
動して捉えられ、その意味では救貧的社会福祉として位置付けられている
点を指摘するとともに、62年勧告では社会福祉を低所得階層対策の一環
として捉え、防貧的社会福祉への転換が示唆されていることを明らかにす
る。」(三浦1996: 338)

 50年勧告…公的扶助＋社会保険＋社会福祉＋医療・公衆衛生の4類型
 60年勧告…社会福祉＝低所得階層×防貧
しかし福祉資金については、社会福祉学者の三浦からはまったく語られな
い
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[補足]低所得階層とは、非典型世帯なのか職業分
類なのか

「この62年勧告でいう低所得階層とは、老齢者、身体障害者、精神薄弱
者、母子、内職者、日雇労働者、失業者等のうちにはいわゆるボーダー
ライン階層や職業や収入が安定しない不安定所得層等を意味してい
る。」(三浦 1996: 341)
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４．２社会福祉制度の専門化における福祉資金
戦後社会保障体制における生活保護からの出発／専門分化
①最低生活保障＋自立助長の混在
②現金給付とソーシャルワークの混在

福祉資金はむしろ、社会福祉制度の専門化の過程の過渡期の産物？
母子福祉、障がい者福祉、児童福祉など社会福祉6法体制の下、世帯更生
の各メニューが所得保障により代替されていく

生業資金／生活資金の傾向的減少は、労働中心から労働＋所得保障とい
う転換を示すものではないか？

修学や住宅は代替が困難：社会的投資としての社会政策

21



[補足]社会保障体制の不整合
「62年勧告は……所得保障機能と社会福祉機能を混在させたに留まらず、
低所得階層対策として社会手当（または社会扶助）に属すると考えられ
る各種の金銭給付、例えば……児童扶養手当、……特別児童扶養手当等
が新たに社会福祉制度のなかに組み込まれている。……児童手当すら社
会保障制度のなかで明確に位置付けられることなく、社会福祉その他と
して取り扱われたりする暖昧さを拡大」(三浦 1996: 342)

社会保障を公的扶助＋社会保険の統合だとすれば(田多 1994)、1961年を
もって、日本の社会保障の「型」は完成したと言いうる。しかし、

①生活保護が公的扶助であると同時に社会福祉であるとの認識から、体
系化に混乱をきたし、

②上記2要因に上乗せされる形での社会手当は残余的＋整備の遅れ
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[補足]幻の社会福祉制度？

「そして62年勧告では体系化を検討する三つの視点(公準)として、第一
は、社会保障は、国民生活を安定させる機能をもつとともに、所得再分
配を通して消費者需要を喚起し、景気を調整する等の積極的効果をもつ
という観点から公共投資、減税とともに重要な役割をもつこと、第二に
社会保障の費用は今後さらに高まり、欧米諸国の水準になっていくこと、
第三にそれであるだけに国庫負担、保険料および受益者負担などの費用
負担の原則をたてることとなっている(この視点は期せずして今回の95年
勧告のそれと酷似している）。この視点にたって、それまでの社会保障
制度は救貧制度の整備から社会保険を中心とした所得保障体制の整備に
努め皆保険、皆年金体制を確立するまでになったが、それだけでは社会
保障の目的は充分には果たされないとして改めて社会保障制度を体系的
に整理することとしている。」(三浦 1996: 342-3)
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５．１仮説の提示――結論に代えて

福祉資金は、消費よりも投資としての色合いを持った。それは、社会構
造および他の社会政策との関連から規定されるものだった

住宅政策の中における住宅資金は、低所得×持家世帯をターゲットとして
いたのではないか

社会福祉の中における住宅資金は、非典型世帯ごとの専門化への過渡期
の形態だったのではないか

昨年報告した「絶対的貧困から相対的貧困へ」「相対的剥奪ではなく
ニーズとして」の社会政策が舵を切るタイミングでは

貸付×指導という社会政策的には異例の形態が、社会構造×社会政策の過
渡期にマッチして、早すぎる「社会的投資」に至らしめた
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５．２分析の方針

①住宅は投資なのか消費なのか
→貸家業による世帯収入増加戦略、自営業の付随か

②それは意識されたものなのか結果論なのか
→副業グループ分析(『調査報告』34ページ)では、単位としての世帯が意
識されていない

③想われざる効果(氏原による強調点)
→住宅資金が持つ意味はどこにあるか

25



①の仮説に対する論点

「そうして、住宅資金借受の目的は、業主世帯が多いにもかかわらず、
母子福祉資金借受者の商業・サービス業業主を除いては、純粋に居住条
件の改善を目的としている。そして、その改善も、増改築によって、住
宅を拡張するというよりは、破損箇所の補修が多い。」(『調査報告』42
ページ)
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以下、D住宅資金借受者の記述統計

１．使用の目的
27

事業用 41 12.5

非事業用 256 77.8

無回答 32 9.7

合計 329



２．増・改築・補修の箇所
28

屋根 壁 床 土台 便所 台所 居室 その他

あり 190 60 45 83 40 103 96 60

なし 125 255 270 232 275 212 219 255

無回答 14 14 14 14 14 14 14 14



３．増築の広さ
29

室 ％ 畳 ％ 延べ坪 ％

0 8 6.9 0 6 5.2 0 5 3.8

1 37 31.91〜5畳 26 22.41〜5坪 50 38.5

2 17 14.76〜10畳 25 21.66〜10坪 17 13.1

3 1 0.911〜15畳 11 9.511〜15坪 8 6.2

3 6 5.216〜20畳 3 2.616〜20坪 3 2.3

4 2 1.721〜25畳 2 1.721〜25坪 3 2.3

5 2 1.726畳〜 1 0.926坪〜 5 3.8

無回答 43 37.1無回答 42 36.2無回答 39 30

116 116 130



４．生活費への充当
30

この資金を生活費に廻したか %

全然廻らぬ 275 83.6

少し廻ってしまった 26 7.9

大分廻った 1 0.3

無回答 27 8.2

329



５．資金の不足と処理方法
31

この資金でたりたか % 不足分の処理 % 処理の方法 %

足りた 112 34.1できた 85 38.5自己手持資金 107 49.8

不足 210 64できなかった 43 19.5借金 81 37.7

無回答 6 1.8無回答 93 42.1その他 17 7.9

328 221 無回答 10 4.7

215



６．申請とのズレ
32

申請通り、増・改築・補修できましたか ％ 申請通り、増・改築・補修できない理由 ％

できた 263 79.9資金不足 58 89.2

できなかった 63 19.1その他 4 6.2

無回答 3 0.9無回答 3 4.6

329 65



７ー８．暮らしぶりと返済
33

前に比べてすまいが暮らし良い % 返済の実際 %

よくなった 287 87.2申請通り返した（ている） 239 72.6

当時はよくなったが現在は悪い 25 7.6申請よりおくれた（ている） 85 25.8

わるくなった 4 1.1無回答 5 1.5

その他 10 3 329

無回答 3 0.9

329



９．返済の見通し
34

返済の見通し % 返済できない理由 %

申請通りできると思う 202 61.6建築費が余計かかったから 21 26.6

おくれるができると思う 72 22不時の出費 27 34.2

返済がむずかしい 1 0.3その他 14 17.7

わからない 1 0.3無回答 17 21.5

無回答 52 15.9 79
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